
法律科目試験問題（民法） 配点 100 点 

 

＊ 以下の問題には、貸与されている六法に掲載されている法令（注記に掲載されている、改正

前の法令は除く。）に基づいて解答すること。 

 

〔第 1 問〕  次の【設問１】および【設問２】について、判例があれば判例の考えに即して、それぞれ答え

なさい。（配点 50 点） 

 

【設問１】 

以下の【事例】を読み、その次の(1)と(2)の問いに、(1)と(2)をあわせて合計 15 行程度で答え

なさい。 

  

【事例】 

ＡはＢに対して、2025 年 6 月 30 日を履行期限とする 1500 万円の貸金債権（以下「債権甲」と

いう。）を有している。同年 3 月 10 日、Ｂは、自己が所有している不動産（以下「本件不動産」

という。）を、代金 1000 万円でＣに売り渡す契約をＣとの間で締結した。当該売買契約において

は、代金については、本件不動産の引渡しおよび所有権移転登記がされてから 1 週間以内に、こ

れをＣからＢに支払う旨が約定されていた（当該売買契約に基づくＢのＣに対する 1000 万円の代

金債権を、以下「債権乙」という。）。同年 3月 31 日、Ｂは本件不動産をＣに引き渡し、また、同

日、本件不動産についてＢからＣへの所有権移転登記がされたものの、それから 1 週間が経過し

た後も、ＣはＢに対して代金 1000 万円を支払っていない。 

 

(1) 債権甲の履行期限が到来した後も、ＢはＡに対して、その履行をしていない。また、この時

点以降、現在に至るまで、Ｂは、債権乙を除いては、強制執行の対象となる財産を有していな

い。この場合において、ＢがＣに対して債権乙を行使していないとき、Ａは、債権乙にかかる

1000 万円の支払を自己に対してするようＣに求めることはできるか。 

 

(2) (1)において、Ａが、Ｃから、債権乙にかかる 1000 万円の支払を受けたとする。この場合に

おいて、ＢがＡに対して、受領した 1000 万円の支払を求めたとき、Ａは、Ｂに対してどのよ

うな反論をすることができるか。 

なお、(1)での解答にかかわりなく、(1)においてＡの請求が全部認められることを前提とし

て解答しなさい。 

 

 

【設問２】 

以下の【事例】を読み、その次の(1)と(2)の問いに、(1)と(2)をあわせて合計 15 行程度で答え

なさい。(1)と(2)はそれぞれ独立した問題である。 

 



【事例】 

Ａは、Ｂから 1000 万円を借り受け、ＢのＡに対する貸金債権（以下「本件債権」という。）を

担保するために、Ａが所有する土地（以下「本件土地」という。）に抵当権（以下「本件抵当権」

という。）を設定し、その旨の登記がされた。 

 

(1) 本件抵当権設定の当時、本件土地上には、Ａが所有する甲建物が存在していたが、Ｂは、甲

には、本件債権担保のために、抵当権の設定を受けていなかった。その後、甲が災害で倒壊し

たので、本件土地はいったん更地となったものの、直後にＡは、本件土地上に、甲と同一の構

造、用途の乙建物を築造した。さらにその後、Ｂが本件抵当権を実行し、競売の結果、Ｃが本

件土地の所有権を取得した。この場合において、乙のために本件土地に法定地上権は成立する

か。 

 

(2) 本件抵当権設定の当時、本件土地上には、Ａが所有する丙建物が存在し、Ｂは、本件債権を

担保するために、本件土地とともに丙にも抵当権の設定を受けており、その旨の登記がされて

いた。その後、丙が災害で倒壊したので、本件土地はいったん更地となったものの、直後にＡ

は、本件土地上に、丙と同一の構造、用途の丁建物を築造した。さらにその後、Ｂが本件抵当

権を実行し、競売の結果、Ｃが本件土地の所有権を取得した。この場合において、丁のために

本件土地に法定地上権は成立するか。なお、丁にはＢのための抵当権は設定されなかったもの

とする。 

 

 

〔第２問〕 次の【事例】を読んで、【設問１】および【設問２】に答えなさい。【設問１】と【設

問２】は、それぞれ独立した問題である。（配点 50 点） 

 

【事例】 

１ Ａは、山林甲を所有していたところ、林業を営んでいるＢが、事業を拡大するために代金 1000

万円で甲を買い受け、ＡからＢへの所有権移転登記がされた。Ｂは、すでに独立して生計を立

てている長男Ｃに林業を継がせるつもりでいたことから、Ｃに無断で、ＢからＣへの所有権移

転登記をした。 

２ その後、Ｂは、病を患い入院することになった。Ｃは、Ｂを見舞った際に実家に足を運んだ

が、甲の登記事項証明書を見つけ、甲の所有名義が自身になっていることを知った。Ｃは、Ｂ

が営んでいる林業を継ぐ意思を有していなかったため、Ｂが長年懇意にしているＤに相談し

た。 

３ Ｄは、ＡとＢとの間の取引を仲介した人物であり、【事例】1 にあるような事情を知ってい

たが、Ｃに対して、「Ｂの治療費用や入院費用もばかにならないだろうから、いっそのこと、

甲を処分してはどうか。もし買い手が見つからないようであれば、自分が買い取ってもいい。」

と述べた。なお、この時点において、Ｄは、自身で林業を営む意向を有していなかったが、甲

を相応の価格で買い取ってくれそうな人に心当たりがあった。また、Ｄは、Ｃから相談をうけ



た後にＢを見舞った際に、ＣがＤに甲を売却する考えをもっているという事実を伏せていた。 

４ Ｃは、自身の会社の経営が芳しくなかったこともあり、経営資金を得ることを目的としてＤ

の申し出に応じることにした。そこで、ＣとＤの間で、Ｃが、Ｄに対して甲を代金 1000 万円

で売却するという内容の売買契約（以下「本件売買契約」という。）が締結された。本件売買

契約締結後、甲の引渡しと代金の支払がなされたが、所有権移転登記はされていない。 

 

【設問１】 

 【事例】１から４までを前提として、次の問いに答えなさい。 

 退院したＢは、【事例】２から４までの事情を知った。そこで、Ｂは、Ｄに対して、所有権に

基づき甲を明け渡すよう請求した。Ｂの請求が認められるかどうかを論じなさい。 

 

【事例】（以下は、【事例】１から４までに後続する事実である。） 

５ Ｄは、甲に隣接する山林で林業を営んでおり、【事例】１から４までにある事情を知らない

Ｅに対して、甲を買い取らないかと持ちかけた。Ｅは、Ｂと同一の地区に住んでおり、かつ、

Ｂが甲において林業を営んでいることを知っていたため、Ｄに対して、本当にＤが甲を買い取

ったのかを尋ねた。これに対して、Ｄは、「甲の所有権は実はＣに移転しており、Ｂは、Ｃが

一人前になるまで管理していたに過ぎない。だが、Ｃは、林業を継ぐ気がなかったので、Ｂが

倒れたのをきっかけに、自分がＣから買い取った。」と説明したうえで、甲の登記事項証明書

や本件売買契約にかかる契約書を提示した。Ｅは、Ｄの説明に納得をして甲を買い受けること

にしたが、甲の所有権が誰に帰属するかについてＢに確認しなかった。 

６ その後、ＤとＥの間で、Ｄが、Ｅに対して甲を代金 1200 万円で売却するという内容の売買契

約が締結された。Ｅは、甲の引渡しを受けたが、ＣからＤへの所有権移転登記およびＤからＥ

への所有権移転登記は、ＥがＤに代金全額を支払った後にされることになった。なお、現在ま

で、ＥはＤに代金全額を支払っておらず、甲の登記名義はＣのままである。 

 

【設問２】 

 【事例】１から６までを前提として、次の問いに答えなさい。 

 退院したＢは、【事例】２から６までの事情を知った。そこで、Ｂは、Ｅに対して、所有権に

基づき甲を明け渡すよう請求した。Ｂの請求が認められるかどうかを論じなさい。 

 


